
Ｎｏ．３  瀬戸沢 砂防事業 

◆ 事業概要

１．概要 

１）全体の概要  

ア）県では、令和元年度末までに全体１ ,１４８渓流のうち、３８８渓流を砂防

指定地に指定しており、土石流災害から下流部の人家・公共施設等を守るため、

砂防堰堤・渓流保全工を整備している。

イ）瀬戸沢の当該事業箇所は、箱根町宮城野に位置し、二級河川早川に流れ込

む流域面積０ .９６ｋｍ２、平均渓床勾配１／５ .５（１０°）の土石流危険渓

流である。

ウ）上流域は山腹斜面が急峻で、荒廃した渓流には崩壊した土砂や転石など、不

安定土砂が厚く堆積しており、豪雨により土石流となり下流域に流下すると、 

人家や公共施設等に甚大な被害を及ぼす恐れがあるため、砂防堰堤等を新設す

ることにより、土石流による土砂災害から、住民の生命、財産及び生活環境を

守る。

２）評価対象事業の概要

ア）評価対象事業は、新設する砂防堰堤１基である。

イ）評価対象事業箇所は、富士箱根伊豆国立公園第二種特別地域内に位置してい

る。

ウ）評価対象事業は平成27年度に用地測量に着手し、令和４年度の完成を目指

している。

３）評価対象事業の位置づけ  
県の計画：ア）かながわグランドデザイン実施計画  第３期実施計画  プロジェクト編  

 「柱Ⅲ  安全安心」  

 「プロジェクト９  減災  ～災害に強いかながわ～」  

 「Ｃ  災害に強いまちづくり」に位置付けられている。  

イ）神奈川県地域防災計画（風水害等災害対策計画）

「第２編  風水害対策編  第１章  災害に強いまちづくり」

「第９節  土砂災害対策」に位置付けられている。

【参考】 

〇かながわグランドデザイン実施計画  第３期実施計画  プロジェクト編  

〇神奈川県地域防災計画（風水害等災害対策計画）  
【取組の方向】 

○ 県は、土砂災害防止施設の整備を計画的に推進します。さらに、土砂災害警戒区域

等の指定を推進します。また、市町村は、警戒・避難体制の整備を図ります。

神奈川県域図 

箱根町  

堰堤設置位置の状況  渓流の荒廃状況  

箱根町域図 

国土地理院地図を使用 

事業箇所  

事業地周辺図 

瀬戸沢流域  

国 土 地 理 院 地 図 を 使 用  

500m 0m 

流域面積  

A=0.96km2 

被害想定範囲拡大図 

:  保全人 家

国土地理院地図を使用  

:  保全施 設

被害想定範囲  

国道 138 号  

流 下 方 向  

2 号堰堤 

駐在所  

１号堰堤  

4 号堰堤 

砂防指定地  

基準 点  

土 石流 が氾 濫を 開始 す る地 点

宮城野公民館  

(避難所 ) 
郵便局  

消防 分団  

早  川  

国道 138 号  

(第１次緊急輸送道路 ) 

旧宮 城野 保育 園跡 地 (避 難 場所 ) 

【再評価】 

被害想定範囲  

1 号堰堤 

評価 対象 事業  

砂 防堰 堤  １基

3 号堰堤 

宮城野町営住宅  
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Ｎｏ．３  瀬戸沢 砂防事業 

２．事業の経緯や必要性 

１）経  緯
・昭和23年９月：台風第21号 (アイオン台風 )により、県西部で多くの土砂災害が発生。

・昭和24年２月：砂防指定地に指定。

・昭和44年度  ：大雨の影響で渓岸が侵食されたため、

災害復旧工事を実施  

・平成11年度  ：土石流危険渓流の調査を実施

・平成12年度  ：全体計画の認可を取得

・平成13年度  ：砂防指定地を拡大指定

（第１号堰堤～第４号堰堤）  

・平成21年度  ：第４号堰堤完成

・平成24年度  ：第３号堰堤完成

・平成26年度  ：第１号堰堤完成

・平成27年度  ：第２号堰堤の用地測量に着手

２）必要性

近年多発する豪雨により、不安定な土砂が崩壊し、更なる土石流の発生が懸念

されていることから、対策が必要である。  

３．事業の目的 

砂防堰堤を整備することで、土石流による土砂災害を防止し、人命、財産及び生

活環境を守る。  

４．事業の内容 
１）事 業 位 置：足柄下郡  箱根町  宮城野地先

２）指定地面積：12.796ha

３）主 な 工 種：砂防堰堤工  １基

４）施 工 規 模：堰堤工  高さ12.0ｍ  延長47.8ｍ  体積1,760㎥

５）計 画 規 模：年超過確率1/100(24時間雨量345mmに伴い発生する土石流 )

６）保 全 人 家：104戸

７）保 全 施 設：国道138号 (第１次緊急輸送道路 )、宮城野公民館 (避難所 )、旧宮

城野保育園跡地 (避難場所 )、消防分団、駐在所、郵便局等  

８）全体事業費：320百万円  

９）事 業 期 間：平成27年度～令和４年度

５．事業実施にあたって配慮した項目 

１）砂防堰堤の構造型式等

〇  構造型式の選定にあたっては、以下の理由により透過型を採用した。
①粒径の小さな土石は流下させ、被害の恐れのある粒径の大きな土石のみ捕

捉する構造のため、効率的な土石等の撤去が可能である。
②堰堤周辺の生物の移動を妨げない構造である。

〇  登山道から林間に見える堰堤であるため、景観を配慮して化粧型枠を採用し
た。  

２）工事における居住環境への配慮

〇  工事用進入路は、別荘地内の私道を通行する必要があったため、居住者が増

加する土日・祝日には、騒音・振動対策のため、大型車両を通行禁止にするな
ど、別荘敷地の管理者と調整し、居住環境に配慮している。  

粒径の小さな  

土石は流下  
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らず土石等を捕捉  

国土地理院地図を使用  

国道 138 号  

構造図  

堰堤配置平面

図

堆砂敷  

流下方向  

工事用進入路計画図  

砂防堰堤  

①別荘地内の私道

②堰堤設置位置の状況

②  

Ｌ＝47.8ｍ  

H＝12.0ｍ  

透過部  

(鋼製スリット ) 

化粧型枠  

①  

粒径の大きな  

土石を捕捉  

登 山 道  

土石等撤去の  

回数を軽減  
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Ｎｏ．３  瀬戸沢 砂防事業 

◆チェックリスト

（１）事業の必要性等に関する視点  

①事業を巡る社会経済情勢

ア）過去の災害実績

昭和 23 年９月に発生したアイオン台風では、当該渓流で土砂災害が発生し、

下流域に被害が生じた。また、昭和 28 年、昭和 44 年には、大雨により渓流保

全施設（護岸等）に被害が生じた。  

イ）災害発生の危険度

当該渓流の渓床勾配は、一般的に土石流の発生の恐れが高くなるとされる

1/20（３°）よりも急勾配である平均渓床勾配 1/5.5（10°）の急峻な土石流

危険渓流であり、土石流が発生・流下するおそれが高い渓流である。  

ウ）土石流発生時の影響

土石流の被害想定区域には人家104戸や、第１次緊急輸送道路である国道

138号、避難所として指定されている宮城野公民館及び、避難場所として指定さ

れている旧宮城野保育園跡地や、その他、消防分団、駐在所、郵便局などが存在

しており、住民の生命や財産、地域のインフラ施設に甚大な被害が生ずるおそれ

がある。  

エ）周辺の環境

国道 138 号は、箱根を訪れる際の西の玄関口となる静岡県御殿場市と箱根町

を結んでおり、箱根に訪れる観光客や、御殿場でショッピングを楽しむための買

い物客が多数往来しており、この地域には、定住型別荘や貸別荘、保養所が点在

している。  

②事業の投資効果等

■費用対効果

  総費用  Ｃ＝  3.28 億円   ・事業費 ：3.08 億円  

・維持管理費 ：0.20 億円  

総便益  Ｂ＝12.07 億円  ・直接被害抑制効果  ：7.10 億円

・間接被害抑制効果  ：4.95 億円

・残存価値      ：0.0２億円  

 費用便益比  Ｂ／Ｃ  ＝  12.07／3.28 ＝  3.68 

（経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）  18.5％  ）  

※費用対効果分析における便益の算出について

〇  費用対効果分析における便益の算出は、便宜上、全体計画における施設が

全て完成した場合の全体の便益（B=9,663百万円）に、全体の抑止土砂量  

（V=51,400m3）に対する評価対象堰堤１基分の抑止土砂量（V=6,470m3）

の割合を乗じることで算出している。  

（評価対象堰堤の抑止土砂量の割合＝12.5％）  

〇  技術的観点からは、本来、評価対象堰堤１基の整備しない場合と整備する

場合の便益を算出し、その差分を便益とするべきであるが、そのためには、

氾濫シミュレーションを行う必要があり、これには費用と時間を要すること

から、最適な便益の算出方法については、今後、検討する余地がある。  

■総合的な効果（防災）

〇  第１次緊急輸送道路である国道１３８号の寸断を防止することにより、災

害時支援のための人員や物資等の輸送ラインを確保できる。  

〇  土石流に伴い発生する土砂が下流の早川へ流れ込み、河道が阻害されるこ

とにより発生する河川の氾濫を防止できる。  

③関係する地方公共団体等の意見

■箱根町 ：瀬戸沢の下流部には、宮城野町営住宅をはじめ多くの人家や、

避難所として指定した宮城野公民館などの保全施設が多いこと

から、一日も早い土石流対策施設の整備をお願いしたい。  

■宮城野自治会：安心して暮らすために砂防工事を行ってほしい。

国道 138 号  

(第 1 次緊急輸送道路 ) 宮城野公民館 (避難所 ) 

旧宮城野保育園跡地 (避難場所 ) 

被害を受ける恐れのある国道 138 号  瀬戸沢が合流する早川  

国道 138 号  

保全対象人家  
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Ｎｏ．３  瀬戸沢 砂防事業 

（２）事業の進捗の見込みの視点 

①事業の進捗状況

■用 地 着 手 年 度：平成２７年度

■工 事 着 手 年 度：令和  ２  年度

■進捗率 ：６％  （用地取得率：74％  工事進捗率：３％）  

■供用率 ：０％  

■残事業の内容等：管理用道路  延長303ｍ

砂防堰堤  高さ12.0ｍ  延長47.8ｍ  体積1,760㎥ 

②これまでの課題に対する取り組み状況

〇  砂防堰堤の整備に必要な管理用道路を設置する土地の一部には、森林機能の
維持増進を図るための地上権が設定されていた。  

〇  地上権者（県環境農政局）は、立木を育て、成木後に伐木・販売し、その収
益の一部を地権者にも配分する分収林方式により森林の整備等を行っている。  

〇  管理用道路の設置にあたり、地権者と調整を行ったところ、成木は無く、若
木や未成木のみであったため反対された。  

〇  そこで、事業の必要性等についてしっかりと説明し、地権者と一体となった
現地調査等を行った結果、未成木のうち、ある程度育った立木エリアへの設置
であれば協力するとの了解が得られた。  

〇  結果、時間を要したものの、令和元年度に買収及び工事の協力に同意が得ら
れた。  

〇  そして、買収には地上権の解除が必要であり、買収完了までには日時を要す
ることから、管理用道路設置箇所を無償借地し、現在、工事を進めており、事
業の早期完成を目指している。  

③今後のスケジュール

  令和２年度中に地上権の解除及び用地買収を完了させ、管理用道路を設置する

とともに、令和４年度の砂防堰堤完成を目指す。  

（３）コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点  

■代替案立案等の検討

〇  土石流災害を防ぐためには本堰堤が必要であり、これまで整備した堰堤と

一体となって機能するものである。  

〇  砂防堰堤設置位置は平成 27 年度に用地買収が完了している。  

〇  管理用道路設置位置は令和元年度に一部を買収し、残りも工事協力の同意

が得られ、現在、買収手続きを進めていることから、代替案は無いと考える。 

◆ 対応方針（案）

【理由】  

〇  本渓流の下流域には、多くの保全人家や、国道138号 (第１次緊  

急輸送道路 )、宮城野公民館 (避難所 )、消防分団などの保全施設が  

存在しており、土石流対策の重要性は高い。  

〇  本渓流内には、土石流発生の原因となる不安定土砂が多量に堆積  

しており、今後、土石流が発生する危険性があることから、事業を  

継続する必要があると判断する。  
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ST.3

672.13

671.48

IP.2

NO.32

HT3

HT4

HT5

HT6

HT7

NO.37

634.168

D.8

640.49

639.41

645

635

640

NO.33

626.330

NO.31

625

EC.13

630

64
0

637.49

627.19

NO.32

θ
=30ﾟ

630.95

6
3
5

639.52

638.738

D.20

641.24

EC.14

IP.14

638.677

D.8-1

SP.14

BC.14

NO.34

634.52

642.34

NO.35

IP.15

644.087

NO.36

D.9
BC.15

SP.15 EC.15
649.292

D.10

64
5

647.826

649.758

D.17

D.18

642.128

D.19

640.54

647.09

651.029

D.16

6
5
0

653.025

D.15

651.30

640

641.01

633.23

639.078

D.21
641.58

645

648.24

650

651.31

672.23

668.88

670.24

658.03

655 659.580

D.11

650.45

NO.38
BC.16

662.90

665.295
660

D.12

NO.39

IP.16

SP.16

EC.16

667.59

660.836

656.599

65
5

D.14

D.13

6
6
0

656.59

KBM.7H=665.291
663.74

6
6
5

668.6
5

6
7
0

665.78

669.92

671.50

671.73667.46

667.14

670.28

668.49

671.42

674.24

672.83

673.18

6
7
5

676.63

677.96

673.68

ST.2

671.54
673.115

674.77

ＣＭ

661.90

666.78

672.379

6
7
0

ST.3

672.13

IP.2

NO.32

分収林の仕組み  

保護 ・育 成、 間伐 、伐 木 、販 売は 地上 権者 が行 う  

若木  
未成木  

契約期間（60 年）  

立木の生育状況等の調査・調整結果  

市場 価値 なし  

継 続 

収益配分  

4 割  
伐
木
・
販
売

地権 者  

6 割  

地上 権者 (県 ) 

成木 を伐 木 し 利益 を分 収  

成 木 を 待 た ず に 伐 木 す る

ことに同意・協力を得る  

※伐 木、販売 は地 上権 者 が行 う

成木  

若木  

用地取得図  
無償借地区間  

堆砂敷  

地上権設定土地  

流下方向  

管理用道路  
森 林 整 備 等 を 行 う た め の

林 道 機 能 も 有 し て い る 。  

用地取得済  

取得手続中  

管理用道路  

令和２年度施工  

砂防堰堤  

令和３年度～令和４年度施工  

伐木不可  伐木可  

ある程度  

育った立木  

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

・買収の同意
・工事協力の同意

用地買収

 工 事
　管理用道路

 工事
　砂防堰堤

 無償借地

・地上権の解除手続き(2年4月～3年2月)

・買収の完了(3年3月)

・2年6月～3年3月

・2年7月～3年3月

未成木  

管理 用道 路の 立木 を 伐 木  

砂防堰堤  
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